
院
 
 
 

胃
 
寺
 
 

現
在
本
町
に
は
寺
院
二
を
数
え
る
が
、
町
民
の
門
徒
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
矢
野
町
長
慶
寺
の
そ
れ
が
平
谷
及
川
角
部
落
を
中
 
 

核
に
約
雪
一
十
戸
、
隣
村
熊
野
跡
村
専
立
寺
関
係
者
が
新
宮
部
落
約
八
十
戸
に
上
っ
て
い
る
（
琶
外
は
す
ぺ
て
町
内
二
寺
に
 
 

つ
な
が
つ
て
い
る
二
日
ほ
こ
の
新
宮
部
落
東
南
寄
り
に
そ
の
時
代
の
落
武
者
が
開
基
し
た
と
い
1
わ
れ
る
「
十
林
寺
」
が
あ
り
、
 
 

芸
薄
遇
志
（
巻
二
、
五
三
六
頁
）
に
ほ
「
贋
十
林
寺
」
と
し
「
熊
野
村
新
宮
原
に
あ
り
、
今
毘
沙
門
堂
一
宇
あ
り
」
と
記
さ
れ
 
 

て
い
る
。
（
現
在
「
重
林
寺
」
性
の
家
が
同
部
落
に
あ
り
、
後
え
い
と
か
）
次
に
現
存
二
寺
の
概
要
を
述
べ
て
み
る
。
 
 

L
 
光
 
数
 
坊
 
 
 

芸
薄
遇
京
症
「
熊
野
村
に
あ
り
、
永
禄
年
中
、
僧
浄
基
開
基
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
寺
院
は
鎌
倉
井
桁
の
執
権
北
条
時
 
 

頼
の
頃
（
一
二
五
五
頃
）
石
嶽
山
上
に
真
言
宗
の
一
寺
「
石
水
寺
」
を
建
立
し
た
の
に
始
ま
り
、
薬
師
の
宗
像
ほ
都
慧
心
法
師
 
 

の
作
と
し
て
霊
効
を
た
た
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
寺
の
伴
呂
円
教
法
師
が
薬
師
王
の
霊
夢
に
よ
つ
て
、
山
下
に
観
音
像
の
 
 

あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、
夜
明
、
小
流
の
木
葉
に
流
れ
掛
つ
て
い
る
の
を
持
帰
り
、
あ
つ
く
礼
拝
を
怠
ら
な
か
つ
た
と
い
う
。
 
 

当
時
、
観
音
の
霊
地
は
三
十
三
所
を
数
え
た
が
、
こ
の
石
水
寺
は
三
十
二
番
所
と
し
て
有
名
で
あ
つ
た
。
後
、
参
詣
者
が
絶
え
 
 

る
に
至
っ
て
堂
宇
も
破
損
し
「
仏
像
の
み
残
る
」
（
光
教
坊
縁
起
書
）
状
態
で
あ
つ
た
が
、
一
禅
師
に
よ
つ
て
薬
師
王
像
を
熊
、
 
 

野
に
移
し
、
こ
れ
を
熊
野
開
基
の
仏
体
と
し
、
同
様
、
石
水
寺
と
称
し
、
常
山
城
主
菅
田
豊
後
守
の
菩
提
寺
と
な
つ
た
と
伝
え
 
 

ら
れ
る
。
表
文
年
間
（
一
五
三
1
五
四
）
兵
乱
が
起
り
、
後
塵
後
守
が
毛
利
氏
の
た
め
に
滅
亡
さ
れ
る
に
当
り
こ
の
殿
堂
も
 
 

兵
火
の
犠
牲
と
な
つ
て
焼
失
し
「
仏
像
の
み
残
る
」
悲
運
に
あ
つ
た
が
、
永
禄
年
中
（
一
五
五
八
頃
）
和
田
七
艮
左
衛
門
別
繋
 
 

し
て
浄
土
真
宗
に
改
宗
、
浄
書
（
芸
薄
遇
志
で
は
浄
基
）
と
号
し
、
超
福
寺
を
開
基
し
た
。
第
二
代
住
職
浄
専
の
時
、
准
如
上
 
 

人
よ
り
「
坊
号
」
を
許
さ
れ
、
石
嶽
山
光
教
坊
と
名
づ
け
た
と
い
わ
れ
る
。
 
 
 

山
門
の
鐘
は
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
三
月
十
日
寄
進
、
六
十
年
後
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
御
堂
再
建
、
五
年
後
天
保
三
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年
（
一
八
三
二
）
に
ほ
尾
根
を
瓦
菅
に
改
め
て
現
在
に
続
い
て
い
る
。
此
間
、
世
代
ほ
第
十
四
代
を
迎
え
た
。
な
お
、
本
堂
内
 
 

の
彫
刻
の
粋
、
絵
画
の
莫
、
金
箔
の
仏
像
等
は
古
寺
の
香
り
を
十
分
た
だ
よ
ぁ
せ
、
庭
前
の
銀
杏
の
大
木
と
相
ま
つ
て
由
緒
深
 
 

い
こ
の
寺
の
荘
厳
な
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。
 
 

話
 
社
寺
旧
図
番
（
熊
野
町
役
場
寂
）
の
「
新
宮
区
内
専
立
寺
門
徒
番
城
帖
」
に
よ
る
。
 
 

2
．
西
 
光
 
等
 
 
 

芸
薄
遇
志
に
「
慶
長
六
在
辛
丑
（
一
六
〇
一
）
僧
祐
浄
開
基
」
と
あ
る
。
其
後
天
明
年
間
（
一
七
八
一
－
二
七
八
九
）
火
災
 
 

に
か
か
り
、
古
文
書
の
多
く
を
焼
失
し
た
ら
し
い
。
（
苧
）
 
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
本
堂
継
建
、
稔
瓦
育
と
な
り
、
こ
の
 
 

時
佐
々
木
高
博
氏
蔵
永
代
日
記
に
よ
れ
ば
「
地
築
構
成
賑
々
教
事
也
此
担
当
惣
督
村
中
佐
頼
佐
々
木
亮
之
輔
大
工
棟
梁
林
文
蔵
 
 

外
二
人
旧
暦
九
月
三
十
日
上
棟
尤
屋
根
菅
迄
相
済
慎
也
」
と
記
さ
れ
稀
に
み
る
賑
わ
い
を
呈
し
た
模
様
で
あ
る
。
昭
和
十
一
年
 
 

再
び
火
魔
に
襲
わ
れ
、
同
十
二
年
再
建
さ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
 
 

一
般
に
寺
社
ほ
以
前
相
当
の
格
式
を
も
ち
、
戸
籍
の
制
度
革
ま
ら
な
か
つ
た
時
代
に
ほ
、
そ
の
事
務
を
も
果
し
て
い
た
。
次
 
 

の
記
録
ほ
前
記
永
代
日
記
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
剃
髪
、
法
門
に
入
る
場
合
で
も
村
庄
屋
を
通
じ
て
其
筋
に
願
出
る
 
 

形
式
が
と
ら
れ
、
身
許
に
つ
い
て
の
筋
立
て
が
相
当
き
び
し
い
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。
 
 

寛
 
 

一
、
私
儀
当
村
出
生
二
而
今
年
廿
一
才
二
成
申
父
は
当
村
酉
光
寺
弟
子
大
忍
、
去
 
 

ル
天
保
≡
辰
年
病
死
仕
候
母
は
当
村
百
姓
孫
兵
娘
き
せ
去
ル
天
保
十
四
年
卯
年
病
 
 

死
仕
俣
然
ル
底
私
儀
幼
年
ふ
病
身
二
而
農
業
等
の
衝
撃
仕
出
象
希
望
二
御
座
候
二
 
 

村
右
西
光
寺
了
心
弟
子
二
罷
成
剃
髪
仕
軍
肇
存
供
親
類
と
も
同
意
之
上
御
願
中
上
 
 

瞑
間
御
赦
免
粁
為
還
啓
下
僕
ハ
、
難
有
仕
合
可
奉
有
償
勿
論
剃
接
後
生
涯
同
時
二
 
 

滞
在
借
家
住
居
は
仕
不
申
候
間
願
之
通
相
叶
様
宜
ク
被
仰
上
可
陛
下
俣
 
 
 

弘
化
五
年
（
一
入
四
入
）
申
二
月
 
 

西
光
寺
弟
子
大
忍
倖
 
 

市
 
 
 
六
 
 

中
野
甚
之
進
桜
 
 

江
 
小
八
郎
様
 
 

菅
田
 
矢
柄
様
 
 

右
之
通
り
願
出
申
候
二
付
得
計
柏
訊
申
処
相
違
無
御
座
何
卒
早
々
赦
免
衝
為
成
遭
 
 

候
様
奉
麒
上
條
為
其
書
付
取
次
奉
差
上
巳
上
 
 

註
1
社
寺
旧
国
賓
（
熊
野
町
役
場
撃
に
よ
れ
は
、
明
治
九
年
九
月
酉
光
専
任
 
 

職
狩
野
憲
空
汐
副
戸
長
佐
々
太
亮
之
閣
よ
り
地
租
改
正
係
に
提
出
さ
れ
た
蓉
炉
に
 
 

「
天
明
入
牢
火
難
ノ
節
焼
失
仕
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

庄
 
屋
 
 

与
 
頭
 
 

庄
 
 
屋
 
 

ソ
 
 

岡
見
習
与
頭
 
 

与
頭
同
格
 
 

与
 
 
頭
 
 

ク
 
 

市
長
左
衛
門
 
 

狸
 
次
 
郎
 
 

幸
 
次
 
郎
 
 

員
 
右
 
衛
 
門
 
 

健
 
 
太
 
 
郎
 
 

順
 
 
之
 
助
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